
(57)【要約】

　本発明は、距離センサ（１～６）及び制御ユニット（

１０）を有する、障害物（８、８’）からの自動車（７

）の距離（Ａ）を検出する装置（１５）に関する。本発

明の装置は、制御ユニット（１０）が動的車両データを

使用して自動車（７）がもうすぐ至る運転経路（１１）

の計算に適合されることを特徴とする。制御ユニット（

１０）はまた運転経路（１１）内にある関係のある障害

物（８’）と運転経路（１１）の外部にある無関係な障

害物（８）とを区別するのに適している。本発明はまた

障害物（８、８’）からの自動車（７）の距離（Ａ）を

検出する方法に関する。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） と 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） と を 有 す る 、 自 動 車 （ ７ ） と 障 害 物 （ ８
、 ８ ’ ） と の 間 の 距 離 （ Ａ ） を 検 出 す る 装 置 （ １ ５ ） に お い て 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 使 用 し て 、 前 記 自 動 車 （ ７
） が こ れ か ら 通 過 す る 、 運 転 経 路 （ １ １ ） を 計 算 し 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る 障 害 物 （ ８ ’ ） と
前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） と を 区 別 す る こ と を 特 徴 と
す る 装 置 （ １ ５ ） 。
【 請 求 項 ２ 】
－ 　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が そ れ ぞ れ 可 変 検 出 領 域 （ ９ ） を 有 し 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） の 前 記 検 出 領 域 （ ９ ） の 範 囲
（ Ｒ ） を 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 側 方 の 境 界 （ １ ２ 、 １ ３ ） に 適 合 さ せ る こ と を 特 徴 と す
る 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 検 出 さ れ る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） を 遮 断 す る よ う に 設 計 さ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ あ る い は ２ に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 検 出 領 域 （ ９ ） が 完 全 に 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る こ れ ら の 距 離 セ ン サ （
１ ～ ６ ） は 、 そ れ ら が 最 大 範 囲 （ Ｒ ｍ ａ ｘ ） で 動 作 す る よ う に 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ）
に よ っ て 作 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 前 記 自 動 車 （ ７ ） の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 さ れ 、 前 記 自 動
車 （ ７ ） を 自 動 的 に 制 動 さ せ る よ う に 設 計 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ４ の い ず れ
か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 超 音 波 セ ン サ 、 レ ー ダ セ ン サ 、 及 び ／ 又 は 、 光 学 セ ン サ で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 車 両 の 前 部 及 び ／ 又 は 後 部 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ～ ６ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 車 速 、 走 行 方 向 、 車 両 加 速 度 、 か じ 取 り 角 、 か じ 取 り 角 の 変 化 、 セ ン サ 関 数 の 少 な く と
も １ つ の 要 素 が 、 動 的 車 両 デ ー タ と し て 使 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ７ の い ず
れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
　 少 な く と も １ つ の 車 両 輪 郭 が 静 的 車 両 デ ー タ と し て 使 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ～ ８ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） と 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） を 有 す る 、 自 動 車 （ ７ ） と 障 害 物 （ ８ 、
８ ’ ） と の 間 の 距 離 （ Ａ ） を 検 出 す る 方 法 に お い て 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 使 用 し て 、 前 記 自 動 車 （ ７
） が こ れ か ら 通 過 す る 運 転 経 路 （ １ １ ） を 計 算 し 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 前 記 運 動 経 路 （ １ １ ） 内 の 関 係 の あ る 障 害 物 （ ８ ’ ）
を 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） か ら 区 別 す る こ と を 特 徴
と す る 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
－ 　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が そ れ ぞ れ 可 変 検 出 領 域 （ ９ ） を 有 し 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 セ ン サ （ １ ～ ６ ） の 検 出 領 域 （ ９ ） の 範 囲 （ Ｒ ） を
前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 側 方 の 境 界 （ １ ２ 、 １ ３ ） に 適 合 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
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１ ０ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 検 出 さ れ た 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） を 遮 断 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ０ あ る い は １ １ に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 検 出 領 域 （ ９ ） が 完 全 に 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る こ れ ら の 距 離 セ ン サ （ １ ～
６ ） は 、 そ れ ら が 最 大 範 囲 （ Ｒ ｍ ａ ｘ ） で 動 作 す る よ う に 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） に よ
っ て 作 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ ～ １ ２ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ４ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 自 動 車 （ ７ ） の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 さ れ 、 前 記 自 動 車
（ ７ ） が 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） の 制 御 信 号 に 応 じ て 自 動 的 に 制 動 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 １ ０ ～ １ ３ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ５ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 、 電 磁 波 又 は 音 波 に 基 づ く 測 定 原 理 で 動 作 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 １ ０ ～ １ ４ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ６ 】
　 車 速 、 走 行 方 向 、 車 両 加 速 度 、 か じ 取 り 角 、 か じ 取 り 角 の 変 化 、 セ ン サ 関 数 、 車 両 輪 郭
の 少 な く と も １ つ の 要 素 が 、 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） を 計 算 す る た め に 使 用 さ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 １ ０ ～ １ ５ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 請 求 項 １ の 前 段 に よ る 自 動 車 と 障 害 物 と の 間 の 距 離 を 検 出 す る 装 置 、 さ ら に
請 求 項 ９ の 前 段 に よ る 関 連 方 法 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 一 般 的 な 種 類 の 装 置 は 、 例 え ば 、 出 願 人 の 製 品 に 付 け ら れ た 機 能 の 名 称 「 パ ー ク ト ロ ニ
ッ ク (Parktronic)」 で 知 ら れ て い る 。 こ の よ う な 装 置 は 、 車 両 の 進 行 方 向 に 位 置 し 、 さ ら
に 車 両 か ら の 距 離 が 所 定 限 界 距 離 よ り も 短 い 障 害 物 に つ い て 運 転 者 が 警 告 を す る こ と で 、
特 に 駐 車 時 な ど 、 視 界 の 悪 い 制 限 さ れ た 交 通 条 件 で の 車 両 の 運 転 者 の 操 作 を 容 易 に す る た
め に 使 用 で き る 。 こ の よ う な 障 害 物 は 、 例 え ば 、 周 囲 に あ る 物 体 又 は 他 の 車 両 の よ う な 移
動 障 害 物 で あ っ て も 良 い 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 特 許 文 献 １ は 、 車 両 と 障 害 物 と の 間 の 距 離 を 測 定 す る 測 定 装 置 、 評 価 装 置 、 及 び 警 告 信
号 発 信 器 を 有 す る 車 両 の 駐 車 支 援 シ ス テ ム を 開 示 し て い る 。 評 価 装 置 は 測 定 装 置 に よ っ て
出 力 さ れ た 距 離 信 号 を 距 離 限 界 値 と 比 較 し 、 警 告 信 号 発 信 器 は 、 距 離 信 号 が 距 離 限 界 値 を
上 回 る 限 り 車 両 の 運 転 者 に よ っ て 感 知 で き る 警 告 信 号 を 発 生 す る 。 車 両 の 運 動 状 況 の １ つ
の 所 定 機 能 に よ れ ば 、 評 価 装 置 は こ の 状 況 に お い て 動 的 に 距 離 限 界 値 を 設 定 す る 。 そ の 結
果 、 そ れ は ま た 、 比 較 的 高 速 に お い て も 車 両 を 衝 突 物 の 前 で 確 実 に 停 止 さ せ る の に 必 要 な
反 応 時 間 を 運 転 者 に 与 え る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 ２ は 、 物 体 を 検 出 す る 装 置 と し て 、 特 に 自 動 車 内 の 駐 車 支 援 装 置 と し て の 方 法
を 開 示 す る 。 装 置 は 、 多 数 の 距 離 セ ン サ 、 距 離 セ ン サ を 作 動 さ せ る 少 な く と も １ つ の マ イ
ク ロ コ ン ト ロ ー ラ 、 及 び 出 力 ユ ニ ッ ト を 有 し 、 マ イ ク ロ コ ン ト ロ ー ラ が 距 離 セ ン サ に 、 時
間 に よ っ て 変 化 す る 識 別 子 を 加 え る こ と が 可 能 で あ る 。 距 離 セ ン サ に 時 間 に よ っ て 変 化 す
る 識 別 子 を 加 え る こ と に よ っ て 、 受 信 信 号 を 排 他 的 に 発 信 源 と 確 実 に 対 応 さ せ る こ と が 可
能 に な る 。 そ の 結 果 、 例 え ば 、 他 の 車 両 の 距 離 セ ン サ か ら 発 せ ら れ る 信 号 に よ っ て 、 距 離
測 定 が 悪 影 響 を 受 け る 危 険 性 が 低 減 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 特 許 文 献 ３ は 、 エ コ ー 法 、 好 ま し く は 超 音 波 法 を 用 い て 車 両 か ら 障 害 物 の 距 離 を 測 定 す
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る 方 法 を 開 示 し て お り 、 伝 送 信 号 が 放 射 を 受 け た 物 体 か ら エ コ ー の 形 で 車 両 に 跳 ね 返 さ れ
、 受 信 器 の し き い 値 の 関 数 と し て 時 間 的 聴 取 ウ イ ン ド ウ 中 ご と に 車 両 内 で 評 価 さ れ 、 警 告
信 号 が 誘 発 さ れ る 。 伝 送 信 号 の 時 間 的 順 序 の 位 置 、 期 間 、 聴 取 ウ イ ン ド ウ 中 の 経 時 的 な し
き い 値 の 変 化 は 、 車 両 の デ ー タ に 依 存 す る 。 例 え ば 、 車 両 の 前 輪 が 特 定 の 角 度 で ロ ッ ク さ
れ た 場 合 、 前 輪 の 角 度 位 置 の た め 遠 隔 領 域 に 到 達 し な い 車 両 側 の こ の 遠 隔 領 域 で の 測 定 が
不 要 と な る 。 こ の 場 合 、 聴 取 ウ イ ン ド ウ は 早 期 に 終 了 で き る 。 し か し な が ら 、 車 両 の 車 両
運 動 動 的 デ ー タ も 、 距 離 測 定 の 測 定 パ ラ メ ー タ を 変 更 す る た め に 使 用 で き る 。 記 述 の 方 法
は 、 特 に 自 動 車 の 直 近 の 望 ま し く な い エ コ ー を 遮 断 す る こ と が 考 え ら れ る 。 こ の 理 由 で 、
例 え ば 、 超 音 波 セ ン サ ー の 感 度 は 、 車 両 が 走 行 す る 表 面 に 、 又 は ト レ ー ラ ヒ ッ チ の よ う な
自 動 車 の 連 結 部 に 適 合 で き る 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 特 許 文 献 ４ は 、 自 動 車 が 車 線 を 変 更 す る と き の 速 度 及 び 距 離 の 調 整 シ ス テ ム を 開 示 す る
。 電 子 制 御 ユ ニ ッ ト を 備 え た 自 動 車 の 距 離 － 速 度 調 整 シ ス テ ム に お い て 、 電 子 制 御 ユ ニ ッ
ト は 、 車 線 変 更 又 は 現 在 の 車 線 か ら 目 標 の 車 線 へ の 車 線 変 更 の 要 求 を 検 出 す る 少 な く と も
１ つ の 信 号 、 及 び 目 標 車 線 で の 車 両 の 平 均 速 度 を 推 定 す る 少 な く と も １ つ の 信 号 を 記 録 す
る 。 車 線 変 更 又 は 車 線 変 更 の 要 求 の 場 合 、 制 御 ユ ニ ッ ト は 、 こ の 平 均 速 度 に し た が っ て 、
車 両 速 度 、 及 び ／ 又 は 、 現 在 の 車 線 の 前 方 を 走 行 す る 車 両 か ら の 距 離 を 規 定 す る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ９ ８ 　 ４ ７ 　 ０ １ ３ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ２ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ９ ９ 　 ０ １ 　 ８ ４ ７ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ３ 】 国 際 公 開 第 ９ ８ ／ ２ ０ ３ ６ ４ 号 パ ン フ レ ッ ト
【 特 許 文 献 ４ 】 国 際 公 開 第 ９ ９ ／ ３ ２ ３ １ ８ 号 パ ン フ レ ッ ト
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 し た が っ て 、 上 述 し た 種 類 の 装 置 に 対 し 、 特 に 、 装 置 の 快 適 さ を 増 し 、 走 行
安 全 性 を 増 す よ う に さ れ た 、 改 良 さ れ た 実 施 形 態 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 目 的 は 、 独 立 請 求 項 の 主 題 に よ っ て 達 成 さ れ 、 そ の 具 体 的 な 実 施 態 様 は 従 属 請 求 項
に 記 載 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 は 、 制 御 ユ ニ ッ ト が 、 動 的 車 両 デ ー タ を 用 い て 、 自 動 車 が こ れ か ら 通 過 す る 運 転
経 路 を 計 算 で き 、 さ ら に 運 転 経 路 内 に 位 置 す る 障 害 物 を 運 転 経 路 の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係
な 障 害 物 と 区 別 で き る よ う に 、 自 動 車 と 障 害 物 と の 間 の 距 離 を 検 出 す る 装 置 の 制 御 ユ ニ ッ
ト を 構 成 す る こ と に よ っ て 達 成 さ れ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 従 来 の 距 離 セ ン サ は 、 自 動 車 の 走 行 方 向 に 見 て 関 係 の あ る 又 は 無 関 係 な 障 害 物 を 構 成 す
る も の で あ る か ど う か に 関 係 な く 、 そ れ ぞ れ の 検 出 領 域 に 位 置 す る 障 害 物 の 全 て を 検 出 す
る 。 本 発 明 は 、 衝 突 物 と な る 可 能 性 が あ る と し て 記 録 さ れ る 運 転 経 路 内 、 す な わ ち 、 自 動
車 に 関 連 す る 領 域 内 の 物 体 や 障 害 物 だ け を 対 象 と す る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 運 転 経 路 は 、 制 御 ユ ニ ッ ト 内 に 記 憶 さ れ る 静 的 デ ー タ 、 例 え ば 車 両 輪 郭 、 及 び 動 的 デ ー
タ 、 例 え ば 走 行 方 向 、 車 速 又 は か じ 取 り 角 を 使 用 し て 計 算 さ れ 、 運 転 経 路 内 の 関 係 の あ る
物 体 又 は 障 害 物 と 、 運 転 経 路 の 外 部 に 位 置 し て 自 動 車 が 到 達 し 得 な い 、 又 は そ れ に 悪 影 響
し 得 な い 無 関 係 な 物 体 又 は 障 害 物 と の 間 で 明 確 な 区 別 が 行 わ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 自 動 車 と 走 行 方 向 の 前 方 に 位 置 す る 障 害 物 と の 間 の 距 離 検 出 用 の 公 知 の シ ス テ ム と 比 べ
る と 、 こ の こ と は 、 検 出 精 度 に お け る 著 し い 改 良 、 即 ち 、 走 行 安 全 性 に お け る 改 良 と な る
。
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【 ０ ０ １ ４ 】
　 １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 に よ れ ば 、 そ れ ぞ れ が 可 変 検 出 領 域 を 有 す る 距 離 セ ン サ の 範 囲
が 運 転 経 路 に 応 じ て 制 御 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 限 さ れ る よ う に し て も 良 い 。 制 御 ユ ニ ッ ト は
、 こ こ で は 距 離 セ ン サ の 検 出 領 域 の 範 囲 を 運 転 経 路 の 側 方 の 境 界 に 適 合 さ せ る よ う に 設 計
さ れ る 。 さ ら に 、 又 は 、 代 わ り に 、 運 転 経 路 の 外 部 で 検 出 さ れ る 物 体 を 無 関 係 な 物 体 又 は
障 害 物 と し て 分 類 し 、 遮 断 す る 。 こ の こ と は 基 本 的 に 、 そ れ ぞ れ が 別 々 に 又 は 組 み 合 わ せ
に て 適 用 で き る ２ つ の 方 法 を 用 い て 、 関 係 の あ る 物 体 を 無 関 係 な 物 体 か ら 区 別 し 、 シ ス テ
ム の 機 能 的 安 全 性 を 改 良 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 １ つ の 好 ま し い 実 施 形 態 に よ れ ば 、 検 出 領 域 が 運 転 経 路 内 に 完 全 に 位 置 し 、 こ れ ら の 距
離 セ ン サ が 最 大 範 囲 で 動 作 す る よ う に 制 御 ユ ニ ッ ト に よ っ て 制 御 さ れ る 。 こ の こ と に よ っ
て 、 距 離 セ ン サ が 車 両 に 関 係 す る 障 害 物 を 早 期 に 検 出 す る こ と が で き る 。 可 能 な 限 り 早 期
に 検 出 す る こ と は 、 車 両 と 関 係 の あ る 物 体 と の 間 の 衝 突 の 危 険 性 を 低 減 し 、 走 行 安 全 性 を
改 良 す る こ と に 著 し く 寄 与 す る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 の 別 の 実 施 形 態 に よ れ ば 、 制 御 ユ ニ ッ ト は 、 自 動 車 用 の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 で き
、 自 動 車 を 自 動 的 に 制 動 さ せ る よ う に 設 計 で き る 。 セ ン サ が 、 運 転 経 路 内 に あ る 関 係 し そ
う な 障 害 物 を 検 出 し た 場 合 、 セ ン サ は 自 動 車 を 自 動 的 に 制 動 さ せ る 制 御 ユ ニ ッ ト に 信 号 を
送 る こ と が で き る の で 、 衝 突 の 危 険 性 が 低 減 す る 。 そ の 過 程 で 加 え ら れ 、 そ れ で 車 両 が 制
動 さ れ る 制 動 力 は 、 例 え ば 距 離 セ ン サ の 範 囲 、 運 転 経 路 内 の 障 害 物 の 速 度 又 は 位 置 の 関 数
と し て 制 御 ユ ニ ッ ト に よ っ て 計 算 さ れ 、 そ れ ぞ れ の 状 況 に 個 別 に 適 合 さ れ た 制 動 が 行 わ れ
る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 距 離 セ ン サ は 、 例 え ば 超 音 波 セ ン サ と し て 実 現 さ れ る 。 超 音 波 セ ン サ は 、 自 動 車 で の 使
用 が 長 年 に わ た り 十 分 に 検 証 さ れ て い る 頑 丈 な 構 成 要 素 で あ り 、 製 造 が 経 済 的 で あ り 、 広
範 囲 の 要 求 に 個 別 に 適 合 で き る 。 し か し な が ら 、 い わ ゆ る 電 波 を 使 っ た 又 は 音 波 を 利 用 し
た 他 の セ ン サ 、 例 え ば レ ー ダ セ ン サ も 使 用 で き る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 さ ら に 、 距 離 セ ン サ は 、 車 両 の 前 部 や 車 両 の 後 部 に 配 置 で き る 。 そ の 結 果 、 前 方 走 行 時
と 後 方 走 行 時 と の 両 方 に こ れ か ら 走 行 す る 運 転 経 路 を 計 算 し 、 セ ン サ の 検 出 領 域 を 走 行 方
向 の 自 動 車 の 前 方 に 位 置 す る そ れ ぞ れ の 運 転 経 路 に 適 合 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。 さ ら に
、 走 行 方 向 の 自 動 車 の 前 部 に 位 置 す る 距 離 セ ン サ だ け を 作 動 さ せ る と 同 時 に 、 走 行 方 向 の
自 動 車 の 後 部 に 位 置 す る 距 離 セ ン サ を 非 作 動 と す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の 他 の 重 要 な 特 徴 や 利 点 は 、 従 属 請 求 項 、 図 面 、 お よ び 明 細 書 に つ い て の 説 明 か
ら 明 ら か と な る で あ ろ う 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 上 述 の 特 徴 や 以 下 で 説 明 さ れ る 特 徴 は 、 そ れ ぞ れ 明 記 さ れ た 組 み 合 わ せ だ け で な く 、 本
発 明 の 範 囲 を 逸 脱 す る こ と な く 他 の 組 み 合 わ せ 又 は 単 独 で も 使 用 で き る こ と は 言 う ま で も
な い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 本 発 明 の 好 ま し い 例 示 的 な 実 施 形 態 は 、 以 下 、 図 面 を 用 い て 説 明 さ れ る が 、 同 一 又 は 同
様 の 機 能 の 構 成 要 素 は 同 一 の 参 照 符 号 を 付 し て い る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 図 １ に よ れ ば 、 装 置 １ ５ は 、 方 向 １ ４ に 走 行 す る 自 動 車 ７ の 前 部 に 配 置 さ れ る 複 数 の 距
離 セ ン サ １ ～ ６ を 有 す る 。 装 置 １ ５ は 、 自 動 車 ７ と 障 害 物 ８ と の 間 の 距 離 Ａ を 検 出 す る よ
う に 設 計 さ れ る 。 図 １ に 示 さ れ た 距 離 セ ン サ １ ～ ６ の 数 は 、 こ こ で は 変 更 可 能 で あ る 。 さ
ら に 、 距 離 セ ン サ １ ～ ６ に 加 え て 、 他 の 距 離 セ ン サ （ 図 示 せ ず ） が 方 向 １ ４ に 走 行 す る 自
動 車 ７ の 後 部 に 配 置 し て も 良 い 。 距 離 セ ン サ １ ～ ６ は そ れ ぞ れ 可 変 で き る 検 出 領 域 ９ を 示
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す 放 射 ロ ー ブ に て 送 出 す る 。 検 出 領 域 ９ の 最 大 範 囲 は 、 こ こ で は 範 囲 Ｒ ｍ ａ ｘ で あ る と す
る 。 距 離 セ ン サ １ ～ ６ の 全 て は 、 接 続 線 （ 詳 細 説 明 省 略 ） を 介 し て 、 互 い に 独 立 し た 個 別
の 検 出 領 域 ９ の 範 囲 Ｒ を 制 御 又 は 適 合 で き る 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ に 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 図 １ に よ れ ば 、 距 離 セ ン サ １ ～ ６ の 検 出 領 域 ９ の 全 て は 、 最 大 範 囲 Ｒ ｍ ａ ｘ を 有 す る た
め 、 自 動 車 ７ が 走 行 す る 方 向 １ ４ で な い 側 部 領 域 を も 感 知 す る 。 こ れ に よ っ て 、 図 １ に お
い て は 、 樹 木 の よ う な 障 害 物 ８ が 距 離 セ ン サ １ に よ っ て 検 出 さ れ る が 、 前 記 樹 木 が 自 動 車
７ の 走 行 を 直 接 邪 魔 す る こ と は な い 。 こ の こ と は 、 樹 木 が 自 動 車 ７ の 予 想 さ れ る 運 転 領 域
又 は 運 転 経 路 １ １ （ 図 ２ 及 び ３ を 参 照 ） 内 に 突 出 し な い の で 、 無 関 係 な 障 害 物 ８ と 称 さ れ
る も の で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 運 転 経 路 １ １ 内 に 位 置 し 、 走 行 す る 自 動 車 ７ の 衝 突 の 危 険 性 を 有 す る 障 害 物 ８ ’ と 、 運
転 経 路 １ １ の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 ８ と を 区 別 す る た め に 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ は
、 車 速 又 は 走 行 方 向 １ ４ の よ う な 動 的 車 両 デ ー タ 、 及 び 、 構 造 的 車 両 輪 郭 の よ う な 静 的 車
両 デ ー タ を 使 用 し て 自 動 車 が こ れ か ら 通 過 す る 運 転 経 路 １ １ を 計 算 し 、 さ ら に 距 離 セ ン サ
１ ～ ６ の 検 出 領 域 ９ を 計 算 さ れ た 運 転 経 路 １ １ に 適 合 さ せ る よ う に 設 計 さ れ る 。 さ ら に 又
は 代 わ り に 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ は 、 例 え ば 、 検 出 さ れ る が 無 関 係 の 障 害 物 ８ を 、 ソ フ ト ウ
エ ア 手 法 に よ る 除 去 手 段 に よ っ て 遮 断 で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 運 転 経 路 １ １ の 内 部 に 位 置 す る 関 係 の あ る 障 害 物 ８ ’ と 運 転 経 路 １ １ 外 部 の 無 関 係 な 障
害 物 ８ と の 間 の 区 別 は 、 基 本 的 に ２ つ の 方 法 で 可 能 で あ る 。 ２ つ の 上 述 の 区 別 機 構 （ 運 転
経 路 １ １ の 側 方 の 境 界 １ ２ 、 １ ３ へ の 距 離 セ ン サ １ ～ ６ の 検 出 領 域 ９ の 制 限 と 、 運 転 経 路
１ １ 外 部 の 物 体 を 遮 断 す る ソ フ ト ウ エ ア と ） は 、 こ こ で は 単 独 で 又 は 一 緒 に 適 用 で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 図 ２ に よ れ ば 、 本 発 明 に よ る 装 置 １ ５ は 、 自 動 車 ７ が 直 進 走 行 し て い る と き の 作 動 状 態
を 示 し て い る 。 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ は 、 自 動 車 ７ が こ れ か ら 通 過 し 、 ２ つ の 側 方 の 境 界 １ ２
及 び １ ３ の 間 の 走 行 方 向 で 自 動 車 ７ の 前 方 に 位 置 す る 運 転 経 路 １ １ を 計 算 す る 。 制 御 ユ ニ
ッ ト １ ０ は 、 こ こ で は ２ つ の 境 界 １ ２ 及 び １ ３ の 関 数 と し て 個 別 の 距 離 セ ン サ １ ～ ６ の 検
出 領 域 ９ の 範 囲 Ｒ を 制 御 し 、 距 離 セ ン サ ３ 及 び ４ と そ れ ら の 検 出 領 域 ９ は 、 運 転 経 路 １ １
内 に 完 全 に 位 置 し 、 そ れ ら が 最 大 範 囲 Ｒ ｍ ａ ｘ で 動 作 す る よ う に 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ に よ っ
て 作 動 さ れ る が 、 距 離 セ ン サ １ 、 ２ 及 び ５ 、 ６ は 、 そ れ ら の 検 出 領 域 ９ ’ が 実 質 的 に 運 転
経 路 １ １ 内 に 位 置 し 、 側 方 の 境 界 １ ２ 及 び １ ３ に よ っ て そ の 範 囲 が 制 限 さ れ る よ う に 制 御
ユ ニ ッ ト １ ０ に よ っ て 作 動 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 運 転 経 路 １ １ 外 部 に 位 置 す る 示 さ れ た 障 害 物 ８ は 、 ゆ え に 、 図 １ に 反 し て 、 距 離 セ ン サ
１ で 検 出 さ れ な い 。 あ る い は 、 上 述 の よ う に 、 運 転 経 路 １ １ 外 部 に 位 置 す る 障 害 物 ８ が 検
出 さ れ る が 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ に よ っ て 無 関 係 な 物 体 ８ と し て 分 類 さ れ 、 遮 断 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 図 ３ に よ れ ば 、 作 動 状 態 に あ る 本 発 明 に よ る 装 置 １ ５ が 、 コ ー ナ リ ン グ 時 の 状 況 を 示 し
て い る 。 こ こ で は 、 ２ つ の 距 離 セ ン サ ２ 及 び ３ は 、 そ れ ら の 最 大 範 囲 Ｒ ｍ ａ ｘ に あ る が 、
距 離 セ ン サ １ 、 ４ 、 ５ 及 び ６ は 、 そ れ ら の 範 囲 Ｒ ’ で 制 限 さ れ て い る 。 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０
は こ こ で 、 静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 用 い て 、 特 に か じ 取 り 角 を 基 準 に し た コ ー ナ リ ン グ
時 に 自 動 車 ７ が こ れ か ら 通 過 す る 運 転 経 路 １ １ を 計 算 し 、 範 囲 Ｒ ’ を 運 転 経 路 １ １ の 側 方
の 境 界 １ ２ 及 び １ ３ に 適 合 さ せ る 。 運 転 経 路 １ １ の 外 部 に 位 置 す る 物 体 又 は 障 害 物 ８ は 、
図 ３ に よ る 距 離 セ ン サ ４ の 低 減 し た 範 囲 Ｒ ’ に よ っ て 検 出 又 は 記 録 さ れ な い 。 そ れ に 反 し
て 、 自 動 車 ７ が こ れ か ら 通 過 す る 運 転 経 路 １ １ に 位 置 す る 関 係 の あ る 物 体 ８ ’ は 、 距 離 セ
ン サ ２ に よ っ て 検 出 さ れ る 。 こ の 物 体 は 適 切 な 識 別 方 法 で 適 切 に 処 理 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ は 、 こ こ で は 自 動 車 ７ の ブ レ ー キ 装 置 （ 図 示 せ ず ） に 接 続 さ れ 、 制 御
ユ ニ ッ ト １ ０ に よ っ て 発 生 さ れ る 制 御 信 号 を 用 い て 、 自 動 車 ７ の 自 動 制 動 を 行 う 。 自 動 制
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動 に よ り 、 障 害 物 ８ ’ と の 自 動 車 ７ の 衝 突 が 回 避 で き る の で 、 走 行 安 全 性 が 増 加 す る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 距 離 セ ン サ １ ～ ６ は 、 異 な る 測 定 法 を 有 す る セ ン サ 、 例 え ば 超 音 波 セ ン サ 、 レ ー ダ セ ン
サ 又 は 光 学 セ ン サ と し て 供 さ れ て も 良 く 、 さ ら に 自 動 車 の 前 部 及 び ／ 又 は 後 部 に 配 置 さ れ
て も 良 い 。 検 出 領 域 ９ は 、 例 え ば 、 自 動 車 の 速 度 、 走 行 方 向 １ ４ 、 加 速 度 、 か じ 取 り 角 の
変 化 、 セ ン サ 関 数 又 は 測 定 方 法 の よ う な そ の 時 々 の 車 両 デ ー タ の 関 数 と し て 制 御 ユ ニ ッ ト
１ ０ に よ っ て 動 的 に 算 出 し て 設 定 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 要 約 す る と 、 本 発 明 の 実 質 的 な 特 徴 は 以 下 の よ う に 位 置 づ け ら れ る ：
本 発 明 は 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ が 、 静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 使 用 し て 、 自 動 車 ７ が こ れ か
ら 通 過 す る 運 転 経 路 １ １ を 計 算 で き 、 運 転 経 路 １ １ 内 に 位 置 す る 障 害 物 ８ ’ と 運 転 経 路 １
１ の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 ８ と を 区 別 す る こ と が で き る よ う に 、 車 両 ７ と 障 害 物
８ 、 ８ ’ と の 間 の 距 離 Ａ を 検 出 す る 装 置 １ ５ の 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ が 設 計 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 運 転 経 路 １ １ の 計 算 を す る こ と に よ っ て 、 関 係 の あ る 及 び 無 関 係 な 物 体 又 は 障 害 物 ８ 及
び ８ ’ 間 の 正 確 な 区 別 を 確 実 に で き 、 そ の 結 果 、 走 行 安 全 性 を 改 良 で き る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 検 出 領 域 が 完 全 に 運 転 経 路 １ １ 内 に 位 置 す る 距 離 セ ン サ １ ～ ６ に 関 し て は 、 そ れ ら が 最
大 範 囲 Ｒ ｍ ａ ｘ で 動 作 す る よ う に 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ に よ っ て 作 動 さ れ る 。 こ の こ と は こ の
領 域 に 位 置 す る 障 害 物 ８ ’ が 早 期 に 検 出 さ れ る と い う 利 点 を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 さ ら に 、 制 御 ユ ニ ッ ト １ ０ は 、 自 動 車 ７ の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 さ れ 、 自 動 車 ７ を 自 動 的
に 制 動 さ せ る よ う に 設 計 で き る 。 距 離 セ ン サ １ ～ ６ が 、 運 転 経 路 １ １ 内 に 位 置 す る 関 係 し
そ う な 障 害 物 ８ ’ を 検 出 し た 場 合 、 こ の 信 号 は に 送 ら れ 、 自 動 的 に 自 動 車 ７ が 制 動 さ せ る
こ と に よ り 衝 突 の 危 険 性 が 低 減 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 距 離 セ ン サ １ ～ ６ は 、 自 動 車 の 前 部 及 び ／ 又 は 後 部 に 任 意 に 配 置 し て も 良 い 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
【 図 １ 】 距 離 セ ン サ を 備 え る 自 動 車 と 、 そ の 最 大 検 出 領 域 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ と 同 様 の 図 で 、 直 進 走 行 に 適 合 さ れ た 検 出 領 域 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ と 同 様 の 図 で 、 コ ー ナ リ ン グ 中 の 検 出 領 域 を 示 し た 図 で あ る 。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 6月 14日 (2005.6.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） と 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ）

自 動 車 （ ７ ） と 障
害 物 （ ８ 、 ８ ’ ） と の 間 の 距 離 （ Ａ ） を 検 出 す る 装 置 （ １ ５ ） に お い て 、
　
　

【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 検 出 さ れ る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） を 遮 断 す る よ う に 設 計 さ
れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 前 記 自 動 車 （ ７ ） の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 さ れ 、 前 記 自 動

(8) JP 2007-504543 A 2007.3.1

を 有 し 、 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、
静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 使 用 し て 、 前 記 自 動 車 （ ７ ） が こ れ か ら 通 過 す る 、 運 転 経 路 （
１ １ ） を 計 算 し 、 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る 関 係 の あ る 障 害 物 （ ８ ’ ） と 前 記 運
転 経 路 （ １ １ ） の 外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） と を 区 別 す る 、

前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が そ れ ぞ れ 可 変 検 出 領 域 （ ９ ） を 有 し 、
前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） の 前 記 検 出 領 域 （ ９ ） の 範 囲 （

Ｒ ） を 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 側 方 の 境 界 （ １ ２ 、 １ ３ ） に 適 合 さ せ 、
　 前 記 検 出 領 域 （ ９ ） が 完 全 に 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る こ れ ら の 距 離 セ ン サ （
１ ～ ６ ） は 、 そ れ ら が 最 大 範 囲 （ Ｒ ｍ ａ ｘ ） で 動 作 す る よ う に 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ）
に よ っ て 作 動 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 装 置 （ １ ５ ） 。

１



車 （ ７ ） を 自 動 的 に 制 動 さ せ る よ う に 設 計 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に
記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 超 音 波 セ ン サ 、 レ ー ダ セ ン サ 、 及 び ／ 又 は 、 光 学 セ ン サ で
あ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 車 両 の 前 部 及 び ／ 又 は 後 部 に 配 置 さ れ る こ と を 特 徴 と す る
請 求 項 １ ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 車 速 、 走 行 方 向 、 車 両 加 速 度 、 か じ 取 り 角 、 か じ 取 り 角 の 変 化 、 セ ン サ 関 数 の 少 な く と
も １ つ の 要 素 が 、 動 的 車 両 デ ー タ と し て 使 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ の い ず
れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 少 な く と も １ つ の 車 両 輪 郭 が 静 的 車 両 デ ー タ と し て 使 用 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
１ ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） と 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） を 有 し 、

自 動 車 （ ７ ） と 障 害 物 （ ８ 、 ８ ’ ） と
の 間 の 距 離 （ Ａ ） を 検 出 す る 方 法 に お い て 、
　

こ と を 特 徴 と す る 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
－ 　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が そ れ ぞ れ 可 変 検 出 領 域 （ ９ ） を 有 し 、
－ 　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 セ ン サ （ １ ～ ６ ） の 検 出 領 域 （ ９ ） の 範 囲 （ Ｒ ） を
前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の 側 方 の 境 界 （ １ ２ 、 １ ３ ） に 適 合 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項

に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、 検 出 さ れ た 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） を 遮 断 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 あ る い は に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 前 記 自 動 車 （ ７ ） の ブ レ ー キ 装 置 に 接 続 さ れ 、 前 記 自 動 車
（ ７ ） が 前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） の 制 御 信 号 に 応 じ て 自 動 的 に 制 動 さ れ る こ と を 特 徴 と
す る 請 求 項 ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ） が 、 電 磁 波 又 は 音 波 に 基 づ く 測 定 原 理 で 動 作 す る こ と を 特 徴
と す る 請 求 項 ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 車 速 、 走 行 方 向 、 車 両 加 速 度 、 か じ 取 り 角 、 か じ 取 り 角 の 変 化 、 セ ン サ 関 数 、 車 両 輪 郭
の 少 な く と も １ つ の 要 素 が 、 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） を 計 算 す る た め に 使 用 さ れ る こ と を 特
徴 と す る 請 求 項 ～ の い ず れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
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あ る い は ２

３

４

５

６

前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） が 、
静 的 及 び 動 的 車 両 デ ー タ を 使 用 し て 、 前 記 自 動 車 （ ７ ） が こ れ か ら 通 過 す る 運 転 経 路 （ １
１ ） を 計 算 し 、 前 記 運 動 経 路 （ １ １ ） 内 の 当 該 障 害 物 （ ８ ’ ） を 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） の
外 部 に 位 置 す る 無 関 係 な 障 害 物 （ ８ ） か ら 区 別 す る

前 記 制 御 ユ ニ ッ ト （ １ ０ ） は 、 検 出 領 域 （ ９ ） が 完 全 に 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置
す る 距 離 セ ン サ （ ３ 及 び ４ ） が 最 大 範 囲 （ Ｒ ｍ ａ ｘ ） で 動 作 さ せ 、 他 の 距 離 セ ン サ （ １ 、
２ 及 び ５ 、 ６ ） は そ れ ら の 最 大 範 囲 （ Ｒ ｍ ａ ｘ ） 以 下 で 作 動 さ せ 、 そ れ ら の 検 出 領 域 （ ９
’ ） が 実 質 的 に 前 記 運 転 経 路 （ １ １ ） 内 に 位 置 す る よ う に 、 個 々 の 距 離 セ ン サ （ １ ～ ６ ）
の 検 出 領 域 （ ９ ） の 範 囲 （ Ｒ ） を 制 御 す る

８

８ ９

８ １ ０

８ １ １

８ １ ２



【 ０ ０ ０ ６ 】
　 特 許 文 献 ４ は 、 自 動 車 が 車 線 を 変 更 す る と き の 速 度 及 び 距 離 の 調 整 シ ス テ ム を 開 示 す る
。 電 子 制 御 ユ ニ ッ ト を 備 え た 自 動 車 の 距 離 関 連 速 度 調 整 シ ス テ ム に お い て 、 電 子 制 御 ユ ニ
ッ ト は 、 車 線 変 更 又 は 現 在 の 車 線 か ら 目 標 の 車 線 へ の 車 線 変 更 の 要 求 を 検 出 す る 少 な く と
も １ つ の 信 号 、 及 び 目 標 車 線 で の 車 両 の 平 均 速 度 を 推 定 す る 少 な く と も １ つ の 信 号 を 記 録
す る 。 車 線 変 更 又 は 車 線 変 更 の 要 求 の 場 合 、 制 御 ユ ニ ッ ト は 、 こ の 平 均 速 度 に し た が っ て
、 現 在 の 車 線 の 前 方 を 走 行 す る 車 両 か ら 車 両 速 度 及 び ／ 又 は 距 離 を 規 定 す る 。
　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 特 許 文 献 １ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ９ ８ 　 ４ ７ 　 ０ １ ３ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ２ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ９ ９ 　 ０ １ 　 ８ ４ ７ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ３ 】 国 際 公 開 第 ９ ８ ／ ２ ０ ３ ６ ４ 号 パ ン フ レ ッ ト
【 特 許 文 献 ４ 】 国 際 公 開 第 ９ ９ ／ ３ ２ ３ １ ８ 号 パ ン フ レ ッ ト
【 特 許 文 献 ５ 】 欧 州 特 許 出 願 公 開 第 １ 　 ３ １ ８ 　 ４ ９ １ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ６ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ９ ９ 　 ３ ４ 　 ６ ７ ０ 　 Ａ １ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 ７ 】 国 際 公 開 第 ０ ３ ／ ０ ６ ４ ２ １ ５ 　 Ａ １ 号 パ ン フ レ ッ ト
【 特 許 文 献 ８ 】 独 国 特 許 出 願 公 開 第 １ ０ １ 　 ４ ９ 　 １ ４ ６ 　 Ａ １ 号 明 細 書
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特 許 文 献 ５ は 、 ナ ビ ゲ ー シ ョ ン シ ス テ ム デ ー タ の 関 数 と し て 予 測 さ れ た 車 線 幅 を 適 合 さ
せ る こ と に よ っ て 、 車 両 の 前 方 に 位 置 す る 障 害 物 を 検 出 す る 方 法 を 開 示 す る 。 そ の 結 果 、
車 両 の 挙 動 は 、 速 度 制 御 シ ス テ ム の 範 囲 内 で 改 良 さ れ る 。
　 特 許 文 献 ６ 及 び 特 許 文 献 ７ は 、 異 な る 検 出 範 囲 を 持 っ た 複 数 の 検 出 器 を 有 す る 物 体 検 出
シ ス テ ム を 開 示 す る 。 各 検 出 器 は 、 恒 久 的 に 割 り 当 て ら れ た 監 視 領 域 を 有 す る 。 検 出 器 の
検 出 範 囲 は 制 御 さ れ な い 。 そ の 代 わ り に 、 決 定 は 、 収 集 さ れ た デ ー タ に 基 づ い て 、 ど の 物
体 が 無 関 係 で あ る と 見 な さ れ る べ き か に 関 し て 行 わ れ る 。
　 特 許 文 献 ８ は 、 車 両 の 前 方 に 位 置 す る 物 体 の 位 置 決 め デ ー タ を 検 出 す る 位 置 決 め シ ス テ
ム を 有 し 、 位 置 す る 物 体 が 車 両 自 体 の 車 線 上 の 当 該 目 標 物 と し て 扱 わ れ る べ き か を 決 定 す
る 評 価 装 置 を 有 す る 自 動 車 用 の 距 離 機 能 を 備 え た 速 度 調 整 器 を 開 示 す る 。 セ ン サ は 、 一 定
電 力 で 作 動 さ れ る の で 、 そ れ ら の 電 力 は 位 置 決 め シ ス テ ム で 制 御 さ れ な い 。



【 国 際 調 査 報 告 】
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